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• .lE際課税〈とりまとめに向けて) I 

O 移粧個格税制(価格算定文書の明織化〉

務行の推定課税制度等の適用要件として定められた文書について、その範醤を法令〈省令〉により明確化する方

向で検討中。� 

O 税の情報交換ネットワークの拡海

外隈税務当局との情報交換については、行政取極による情報提供を可能としつつ、情報提供の根拠規定を設ける

ことにより守秘義務との関係を整理する方向で、具体的な法整矯の内容器を検討中。� 

O 漉切な課税・撤収のための措置

クロスボーダーで活動を行う非農住者の適切な課税の確保や、国外資il等に係る情報の的機な把握についても、

具体的な方策について引き続き検討。

〈参考〉主事悪縁緩〈国際課税)(こ係る要望事項の処理裂状況 

O 外関子会社合算税制

二次進定� (12/3): A (資産性所得に係.;.租税関遊行為防止措留置を講じた上で、適期除外基準の見直しゃトリガー税率の引木 

iず毒事を措置〉� 

C 移転係機緩和IJ (鑓殺事事定!こさ議たり考慮すべき務攻毒事〉

二次資定(12/3): A (締穣算定iこさ芸たり考療すべき事現撃事後湯舟上明確化〉� 

O 劉際渡裕税

二次法定� (12/3): G (23年度以降の検討課題とするもの)


